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盛夏の候、ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。 

    さてこの度、当事務所では、研修会及び懇親会を下記のとおり開催させていただくこと

となりました。ご多忙とは存じますが、万障お繰り合わせの上、是非ご出席賜りますよう、

ご案内申し上げます。                                  （竹内） 
 

記 
 

１． 日時・場所 

平成２０年９月５日（金） 阿波観光ホテル 

研修会 ４階 ダイアモンドパレス 
懇親会 ５階 クリスタルパレス 

 
２． 研修会（14：30～17：45） 

 
（ア） これだけは知っておきたいパ－ト、アルバイトの法律実務－トラブル防止と問題解決に役立つ知識 

使い易い助成金－平成２０年新設・改正の助成金を中心に                             

（14:：30～15：30）              
                 講師   社会保険労務士・キャリアカウンセラー    貫場 恵子 
 

(イ) 相続税のカンタン解説と新しい事業承継税制  
   （15：45～16：30） 

              講師   さくら税理士法人 代表社員・公認会計士  大寺 健司 
 

(ウ) 銀行は決算書をこう見る  
   （16：45～17：45） 

              講師   三菱東京ＵＦＪ銀行 ＴＫＣ事業室       松岡 一郎 
 

３．懇親会（18：00～20：00） 
 

アトラクション  ♪ 殿様連による阿波踊り ♪  
  

お知り合いの方をお誘い合わせのうえ、ご参加頂けますことを役職員一同お待ち申し

上げております。 
懇親会のみ参加費が必要となります。（参加費 5,000円） 

 

尚、準備の都合上、同封のはがきに必要事項を記載の上、８月１８日（月）までにお返

事くださいますようお願い申し上げます。 
 

 

２００８年８月 Ｎｏ．４４ 

 



 
 

 

 

 
 

さくら税理士法人 
さくら社会保険労務士法人 
労働保険事務組合 徳島県労務能率協会 
                       
〒770-0025 徳島市佐古五番町２番５号 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞｱﾄﾞﾚｽ ：http://www.skr39.co.jp/ 
Ｅﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ   ：kimutake@js4.so-net.ne.jp    

TEL：０８８－６２５－２５５６ 
FAX：０８８－６５４－１１８１ 

 

 
 

 

 
 

 

当事務所では、８月１２日（火）から１７日（日）

まで夏期休業とさせていただきます。 

何かとご不便をおかけする事と存じますが、何

卒ご理解ご協力賜ります様お願い申し上げます。

なお、１８日（月）以降は、平常の営業とさせ

て頂きます。 

当文書に掲載された記事の無断での使用・転載・引用などは一切禁止しております。内容には万全を期していますがその内容を保証するものではありません。万一、当文書の情報に基づいて損害

を被った場合についても、一切責任を負いかねます。また特定の商品を奨励または中傷するものではありません。 

 
 
 

国税庁は、７月１８日、平成２０年度税制改正による耐用年数表の改正につい       

て、取扱いに関するＱ＆Ａを公表しています。 
 

 この改正では、機械及び装置等の耐用年数が見直され、従来「３９０」に区分されていた

設備の種類が、業種ごとの「５５」区分に大括り化されました。 
この点、本年４月１日以後開始事業年度からは、新設の設備だけでなく既存の設備に

も改正後の耐用年数が適用されることになります。 
改正後、具体的にどの区分になり耐用年数がどう変わるのかは、財務省・国税庁が公

表している耐用年数の新旧対照表が参考になります。 
また本Ｑ＆Ａでは、法人が中古資産を取得し、その耐用年数を簡便法により算定して

いる場合において、その後、その資産に係る法定耐用年数が短縮されたときには、改正

後の法定耐用年数を基礎に再計算することが認められている点が確認されています。 
（大寺） 

 
 

 
健康保険被扶養者調書   提出期限は平成２０年８月５日です。 

 
【留意点】 
各被扶養者について、必要な添付書類に        【留意点】 

各被扶養者について、必要な 
添付書類に○を付しています。    

書類に○を付しています。               ここでいう１５歳とは、本年４

が                         月１日において１５歳の方を言

をいいます                     います。 
 
 ※当事務所で提出代行してお

りますので、未提出の方、不明

な点がおありの方、ご連絡下さ

いませ。 
 
           （西谷） 
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